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ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社の

取締役、従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行すること、並びにストック・オプショ

ンとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することの承認を求める議案を 2026 年

６月 29 日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 

 

 

記 

 

 

当社の取締役の報酬等の額は、2025年６月 24日付の株主総会において、年額 200,000千円以内（以下「基

本報酬枠」といいます。）とご承認いただいておりますが、このたび当社では、取締役に業績向上や企業価値の

増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の

価値共有を進めることを目的として、会社法第 361条の規定に基づき、従来の基本報酬枠とは別枠の報酬等と

して、無償にてストック・オプションとしての新株予約権を付与することにつき、ご承認をお願いすることと

いたしました。このたびの新株予約権の発行において、対象取締役に対する上限数は 25,000 個、上限額は     

43,750 千円の範囲内としております。 

 

 

Ⅰ．ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 

 当社の結束力をさらに高め、中長期的な業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び

士気を向上させることを目的として、当社の取締役及び従業員に対して、無償にて新株予約権を発行すること、

並びにストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつ

きご承認をお願いするものであります。 

 なお、新株予約権の発行は、有利発行に該当する可能性があることから、本株主総会において、株主の皆様

から特別決議によるご承認をいただけることを条件に、ストック・オプションとして新株予約権を発行するこ

とといたしました。 
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Ⅱ．新株予約権の発行要項 

 

1．本新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法 

当社の普通株式 50,000株を上限とする。但し、第 2項の定めにより本新株予約権1個あたりの目的となる

株式数が調整される場合には、当該調整後の目的となる株式数に本新株予約権の個数を乗じた数に調整され

るものとする。 

 

2．本新株予約権の数 

発行する新株予約権の数は 50,000 個を上限とする。本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式数は 1 株

とする。但し、本新株予約権 1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整される。 

 (1) 当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその 1個

あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる 1 株の 100 分の 1 未

満の端数は切り捨てる。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済

普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発

行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株

式分割の場合は会社法第 183 条第 2 項第 1 号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の

場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。 

 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

 (2) 当社が株主割当ての方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併

する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場

合には、当社は適当と認める本新株予約権 1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。 

 (3) 本項の定めに基づき本新株予約権 1 個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関

連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者（以下「権利者」という。）に対して、その旨並びに

その事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。 

 

3．本新株予約権の払込金額 

本新株予約権は無償で発行する。 

 

4．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

1 株につき 金 1,750円（以下「行使価額」という。）とし、本新株予約権 1個あたりの行使に際して出資

される財産の価額は、行使価額に本新株予約権 1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。但し、

行使価額は以下に定めるところに従い調整される。 

 (1) 当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行

使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる 1円未満の端数は切り上げる。調整後の

行使価額の適用時期は、第2項第(1)号の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。 

                        1 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×  

                     分割・併合の比率 

 (2) 当社が株主割当ての方法により普通株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併

する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場

合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。 

 (3) 本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく権利者に対

して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知するものとす

る。 

 

5．本新株予約権を行使することができる期間 

本新株予約権に関する付与決議日後 2年を経過した日から、2032年 6月 29日まで。 

但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 
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6．本新株予約権の行使の条件等 

 (1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第 7 項各号に定める取得

事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものと

する。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。 

 (2) 権利者は、当社の株式の株式会社東京証券取引所 TOKYO PRO Market及び証券会員制法人福岡証券取引

所 Fukuoka PRO Market以外のいずれかの株式公開市場への上場がなされるまでの期間は、本新株予約

権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。 

 (3) 権利者は、第 7項第(5)号に定める身分を有していた期間が合計で 2年以上となるまでは、本新株予約

権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。 

 (4) 本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は

相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。 

 (5) 本新株予約権の行使は 1 新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められない

ものとする。 

 

7．当社が本新株予約権を取得することができる事由 

当社は、以下の各号に基づき、本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得

の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には株主総会

の決議）により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の

事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議

（取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議）により取得する本新株予約権を決定するものとする。 

 (1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、

又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」とい

う。）について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総

株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の

決議（取締役会設置会社でない場合には取締役の決定））が行われた場合、当社は本新株予約権を無償

で取得することができる。 

 (2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式を特定の第三者（当社の株主を含む。）が保有することとなる、

同時又は実質的に同時に行われる株式の譲渡にかかる書面による合意が、当該株式の各保有者と当該

第三者との間で成立した場合（株式交付による場合を除く。）、当社は本新株予約権を無償で取得するこ

とができる。 

 (3) 当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上若しくは当社の定款上必要な当

社の承認が行われた場合、又はかかる株式交付の効力発生日が到来した場合、当社は本新株予約権を無

償で取得することができる。 

 (4) 当社の株主による株式等売渡請求（会社法第 179条の 3第 1項に定義するものを意味する。）を当社が

承認した場合、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

 (5) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、当該権利者が保有する本新株予約権を無償で取

得することができる。 

  ① 当社の取締役又は監査役 

  ② 当社の使用人 

  ③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社との間で委任、請負等の

継続的な契約関係にある者 

 (6) 権利者に次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、当該権利者が保有する本新株予約権を

無償で取得することができる。 

  ① 権利者が拘禁刑以上の刑に処せられた場合 

  ② 権利者が当社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは 

使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承

認を得た場合を除く。 

  ③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社の信用を損ねた場合 
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  ④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の    

滞納処分を受けた場合 

  ⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小 

切手が不渡りとなった場合 

  ⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他

これらに類する手続開始の申立があった場合 

  ⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合 

  ⑧ 権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その

他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下

同じ。）であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っ

ていることが判明した場合 

  ⑨ 権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合 

 (7) 権利者が当社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約権発行後にかかる

身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、

当該権利者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。 

  ① 権利者が自己に適用される当社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合 

  ② 権利者が役員としての善管注意義務等当社に対する義務に違反した場合 

 (8) 当社が解散の決議を行った場合、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。本号に基づき 

本新株予約権を取得する場合、本項柱書に定める「取締役会の決議」は「清算人会の決議」と、「取締

役会設置会社」は「清算人会設置会社」と読み替えるものとする。 

 

8．行使手続 

本新株予約権を行使する者は、当社の指定する請求書を当社に提出し、かつ行使価額の全額を支払わなけ

ればならない。 

 

9．本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権を譲渡するには、当会社の承認を受けなければならない。 

 

10．新株予約権証券 

本新株予約権の新株予約権証券は発行しない。 

 

11．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条に    

従い算出される資本金等増加限度額に 0.5を乗じた額とし、計算の結果 1円未満の端数を生じる場合は、そ

の端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額

を減じた額とする。 

 

12．組織再編行為の際の取扱い 

当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権

利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若

しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社（いずれの場合も株式会社に限る。  

以下総称して「再編対象会社」という。）の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、

下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画におい

て定めた場合に限るものとする。 

 

 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

  権利者が保有する本新株予約権の目的である株式数に組織再編行為の比率を乗じた数を目的である株

式数とする新株予約権の数をそれぞれ交付するものとする。「組織再編行為の比率」とは、組織再編行

為において当社の普通株式1株に対して交付される再編対象会社の普通株式の数の割合を意味する。 
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 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

  再編対象会社の普通株式とする。 

 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、第 1項に準じて決定する。 

 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、第 4 項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額

に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とす

る。 

 (5) 新株予約権を行使することができる期間 

  第 5 項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちい

ずれか遅い日から、第 5項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。 

 (6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 

  本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。 

 (7) 新株予約権の譲渡制限 

  新株予約権の譲渡について、再編対象会社の承認を要するものとする。 

 (8) 組織再編行為の際の取扱い 

  本項に準じて決定する。 

 

13．新株予約権を行使した際に生じる 1株に満たない端数の取り決め 

本新株予約権の行使により権利者に交付する株式の数に 1株に満たない端数がある場合には、これを切り

捨てるものとする。 

 

14．権利者への適用関係等 

権利者が個人の場合、本要項中、その性質上法人にのみ適用されるべき条項は、適用されないものとする。

権利者が法人の場合、本要項中、その性質上個人にのみ適用されるべき条項は、適用されないものとする。 

 

 

以 上 


